
令和７年度財務定期監査・行政監査（監査対象：地域協働局） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

(1) 支出に関する事務

ア 補助金の交付額の確定を行うべきもの

神戸市では、「神戸地域おこし隊」を導入し、

県外からの移住者を対象として「隊員」を募集、

会計年度任用職員として任用し、北区・西区の

里山・農村地域の活性化に資する活動を行わせ

ている。任用された隊員の家賃補助のため、「神

戸地域おこし隊家賃補助金交付要綱」を定め、

賃貸住宅を借りて居住する隊員に対し、申請を

受けて補助金を交付している。 

補助金の交付を受けた者からは、後日家賃の

領収書又は家賃を支払ったことが証明できる

書類の提出を受けているが、交付決定額と確定

額が同額で精算を要しないことから、補助金の

交付の額の確定が行われていなかった。 

（地域協働課） 

神戸市補助金等の交付に関する規則（以下

「補助金規則」という。）第 16条第１項には、

実績報告を受けた場合は書類の審査や現地調

査等を行った上で、補助金等の交付額を確定

し、補助事業者等に通知することを規定してい

る。また、補助金規則の手引きでは、実績報告

書を受理した後の審査や額を確定する行為は

必要と記載されている。 

実績報告を受けたのち速やかに、補助金等の

交付額の確定を行うべきである。 

今回の指摘を受け、令和７年 11 月

以降、神戸市補助金等の交付に関する

規則の「事前申請（概算払）」に該当

する制度として運用しており、補助期

間終了後に領収書等の支払証明書を

受領した上で交付額の確定を行うよ

う改善した。 

措置済 

イ 適切な実績報告を踏まえて適正に補助金を

交付すべきもの 

  災害の追悼行事の実施に対し、主催団体から

申請を受けて同行事に対する神戸市補助金の

交付を決定し、補助事業の完了後、実績報告書

の提出を受けて補助金の交付額を確定し交付

している。 

令和５年度事業の実績報告書に添付された

補助事業の収支決算書によると、収入から事業

費等を差し引いた次年度繰越金（1,908 千円）

が生じているが、令和６年度事業の実績報告書

 令和７年 10 月１日付けで補助金交

付要綱を改正し、補助事業において繰

越が生じる場合の取扱いについて明

記し、令和７年度以降の補助金交付に

当たっては、年度間の整合性がとれた

適正な実績報告書を提出させるよう

改善した。 

措置済 
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の収支決算書の収入には、前年度から繰越され

た金額が計上されていなかった。 

当該事業は、補助金（2,000 千円）のほか、

会場募金の収入があり、この会場募金は、追悼

行事に係る募金のほか、国内の被災地支援を目

的とした募金も併せて募っており、その全額を

会場募金として一括収入計上している。 

また、当該事業は会場募金に大きく依存して

おり、会場募金は実施年度による増減幅が大き

いため（令和４年度 4,985 千円、令和５年度

6,985 千円、令和６年度 10,556 千円）、繰越が

生じることもやむを得ないと考えられる。 

（地域活性課） 

補助金規則第 16 条第１項では、補助金等の

交付額の確定に際し、報告書の書類の審査等に

より、補助事業等の成果が補助金等の交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合するか

否かを調査し、適合すると認めるときは、補助

金等の交付額を確定することが規定されてい

る。 

補助事業の審査にあたっては、収入における

募金を区分経理する、又は支出における募金の

使途をすべて計上する等の方法により、収入・

支出の目的と範囲が合致し、かつ年度間の整合

性のとれた実績報告書を提出させるとともに、

繰越が生じた場合の取扱いについて、補助金交

付要綱において明文化すべきである。 

(2) 契約に関する事務

ア 単価契約において契約予定金額に基づいた

適正な契約事務を行うべきもの 

  現在、多くの市区町村でマイナンバーカード

を使用してコンビニエンスストア等に設置さ

れたキオスク端末（マルチコピー機）で住民票

の写しや戸籍証明書を取得できる証明書自動

交付サービス（コンビニ交付）に対応している。

神戸市では、この端末を区役所・支所及び出張

所にも導入し、マイナンバーカードの普及促進

に取り組んできた。なお、マイナンバーカード

本件は、専決規定で定められた契

約の基準を失念していたため、発生

したものである。今回の指摘を受け、

令和７年 11 月 26 日に所属内で契約

手続を再確認し、専決規程の内容に

ついて周知徹底を行った。また、同様

の事象が今後発生しないよう、１月

28 日に文書を発出し、局全体に注意

喚起を行った。 

措置済 
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の普及に伴い、区役所・支所のキオスク端末は

令和６年５月でリース契約が満了し、設置を終

了している。 

当該事業では、一般競争入札によりＡ社とキ

オスク端末のリース契約を締結しており、併せ

て必要となる同端末の証明書交付サービス等

については、グループ会社Ｂと別途契約してい

る。現在、Ｂ社とは令和６年３月から令和８年

３月までの長期継続契約（契約期間：２年１か

月、ただし区役所・支所は端末設置終了まで実

質３か月）として、課長決裁で単価契約を締結

している。 

契約締結の決裁には契約期間中の想定経費

総額が記載されていなかったが、例えば令和５

年度の同サービスの支払実績は、出張所で約

144 万円／年、区役所・支所で約 1,005 万円／

年となっており、契約期間中の総額が課長が専

決できる範囲を超えている。（課長専決の範囲：

令和７年３月まで 100 万円、４月以降は 200万

円）。   （区役所課、住民課） 

神戸市長の権限に属する事務の専決規程別

表第２では、一般役務費に係る請負契約につい

て、課長専決の範囲を超えるものは経理契約を

要すると規定されている。 

単価契約においては、契約期間における予定

数量・金額を適正に見積もった上で想定経費総

額を決裁に記載し、この金額が同専決規程の専

決契約の基準を超える場合には、経理契約によ

り適正な契約事務を行うべきである。 

(3) 財産管理に関する事務

ア 物品管理を適正に行うべきもの

物品の取扱いにあたっては、物品の重要性を

十分認識し、適正に管理していく必要がある。

紛失等が無いか確認するためにも、受け入れた

段階で、適正な管理簿への記載等を行い、組織

的な確認を行うようにすべきである。なお、物

品のうち備品の管理については、令和５年度よ

り導入された新財務会計システムで管理して

（ア）今回の指摘を受け、令和７年 12

月１日までに各課において物品管理

簿への登録を完了した。また、左記の

調達方法で取得した場合、物品登録が

必要であること及び自主監査等にお

いて改めて確認することを周知徹底

した。 

（イ）今回の指摘を受け、令和７年 10

措置済 
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いる。 

(ア) 物品管理簿へ記載すべきもの

物品の専決調達以外で取得した備品につい

て、物品管理簿に記載されていない事例があっ

た。 

〇経理契約により調達した備品 

・屋外用パラソル（雲中地域交流センター用）

1,595,000円×１式    （地域活性課） 

・ワークブース（施設利用者のテレワーク用）

2,064,700円×１式 （男女共同参画課） 

〇委託契約により受託者が購入した備品 

・ノートＰＣ 186,929円×１台、減菌殺菌庫 

112,181 円×１個  （男女共同参画課） 

〇寄附により受領した備品 

・収納棚  115,940 円×１台、ロッカー

108,790 円×３台等 （男女共同参画課） 

神戸市物品会計規則第８条によると、物品管

理者は、物品の受領又は交付の都度、物品管理

員をして物品管理簿に記載させなければなら

ないとされている。 

経理契約により調達した物品、寄附受けした

物品及び委託契約で取得した物品であっても、

同規則に基づき物品管理簿に記載すべきであ

る。 

(イ) 物品管理簿に対象物が特定できるよう記載

すべきもの 

物品管理簿の品名欄に以下のとおり登録さ

れており、実物が何を指すのか特定できない備

品があった。 

また、その中の備品②については、ＫＩＩＴ

Ｏ（職制改正により現在は企画調整局 大学・教

育連携推進課所管）に納品・設置されたもので、

保管転換が必要であった。③は②の附帯費用で

あり１個の備品として計上すべきではない。

  （企業連携推進課） 

月 21 日に物品管理簿上、必要な処理

を完了するとともに、今後は物品登録

時・自主監査等において記載内容を確

認するよう周知徹底した。 
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品名の記載にあたっては、システム上選択で

きる種別に加え、実物が特定できるような具体

的な品名で記載するとともに、自主監査等にお

いて適宜確認を行い、必要な処理や修正を行う

べきである。 

イ 重要物品に係る報告を適正に行うべきもの

重要物品（１件 100万円以上の備品）に該当

するものを購入しているが、「財産に関する調

書」内「２．物品」の項目における異動及び現

在高に反映されていないものがあった。 

・屋外用パラソル（雲中地域交流センター用）

1,595,000円×１式 （地域活性課） 

・カード券面印字システム（個人番号カード

等用）1,022,560円×30台 （住民課）

・ワークブース（施設利用者のテレワーク用）

2,064,700円×１式 （男女共同参画課） 

決算議会への「財産に関する調書」の提出に

ついては、地方自治法及び同施行令に定めがあ

り、神戸市物品会計規則第 17条において、重要

物品の異動及び年度末における現在高を会計

管理者に報告することが規定されている。具体

的な作業としては、年度末に会計室会計課長よ

り発出される通知文に基づき、財務会計システ

ム上で「重要物品現在高報告書」のチェック・

追加・削除等が必要である。 

物品取得時の財務会計システム上の登録に

加え、決算事務作業にあたっては適正な確認作

業を行うべきである。 

今回の指摘を受け、令和７年 12月

１日までに、各課において物品管理

簿への登録を完了するとともに、決

算事務作業において、適正な確認作

業を行うよう周知徹底した。 

措置済 
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○ 指 摘 事 項

(1) 支出に関する事務

ア 前渡金の精算に証拠書類を保管すべきもの

郵送請求による証明書発行のつり銭として

利用する定額小為替の購入手数料として、11 月

26 日に前渡金１万２千円を受領し、同日に用務

終了したとして前渡金支払精算書を作成して

いた。同様に３月５日に１万２千円を受領し、

同日に用務終了したとして前渡金支払精算書

を作成していた。

これらの前渡金支払精算書には出金された

通帳のコピーが添付され保存されていたが、領

収証書（定額小為替金受領証書）等の保存添付

はなく、「領収書が原本のため決裁は紙併用」と

記載され、決裁時には定額小為替原本を添付し

たとのことであった。    （市民税企画課） 
神戸市会計規則によれば前渡金管理者は、支

出負担行為から支払までの権限をあわせ有す

ることとなる。したがって、支払の請求があっ

たときは、この請求が正当であるか、正しい債

権者であるか、資金交付の目的に反することは

ないか等をよく審査した上で支払うとともに、

経費の執行にあたっては領収証書を徴しなけ

ればならず、前渡金支払精算書は、前渡金管理

者が、証拠書類とともに保管しなければならな

いとされている。

出金された通帳のコピーでは、正しい債権者

に支払が行われた等の事実が事後には確認で

きない。定額小為替金受領証書等を添付・保管

し、正しく支払われたことが組織として事後に

も確認することができるようにすべきである。

証明書発行のつり銭として利用す

る定額小為替を購入している。購入

後、前渡金支払精算書を作成した

際、財務会計システム上に出金した

通帳のコピーのみを添付・保存して

おり、定額小為替金受領証書の写し

の添付・保存は行わず、原本を確認

したのみであった。 

再発防止策として、前渡金支払清

算書に定額小為替金受領証書の写し

を添付・保存することを職員に周知

徹底した。前渡金管理者についても

精算にかかる事務処理の把握に努

め、適切な事務処理を行う。 

措置済 

(2) 契約に関する事務

ア 見積書提出に係る辞退の意思表示を明確に

した上で、事業者決定の記録を保存すべきもの 

  物品調達等に係る見積合せを行うにあたり、

２者へ見積書の提出を依頼し、見積合せを行っ

ていたが、うち 1者について「見積書の提出な

本件では、予算執行伺に添付した採

用見積書の下段に「別の○○社に、

1/16 提出期限として依頼するも見積

書の提出なし」とのみ記載しており、

本来であれば予算執行伺（発注書登

録）起票までに見積書の提出を催促

措置済 
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し」と記載されるのみで、辞退届や辞退した経

緯の記録が、決裁に添付がないまま事業者決定

の意思形成が行われていた。   （収納管理課） 

専決調達事務処理マニュアル及びＱ＆Ａに

おいて、見積合せ依頼後に辞退者が出た場合

は、辞退届（様式任意）を提出してもらってく

ださい。提出できないと言われた場合は、書類

を提出できない旨及び確認日、対応した相手の

担当者名などを記載した、経緯が分かるものを

作成し、その他の辞退届とともに添付して所属

長等の決裁を得て下さいと説明している。 

辞退届の受領や辞退の経緯が分かるものを

作成することは、見積り提出の「辞退」が対象

者の意思表示であったことを明確にするため

に極めて重要である。その上で、それらの書類

を決裁に添付し、決裁者が事業者決定に係る判

断や意思形成を行うという適正な契約事務を

実施し、その記録を保存すべきである。 

し、辞退の場合は辞退届を受領する

等、適正に対応すべきだった。 

再発防止策として、令和７年 10月

下旬に課内で物品調達に関する研修

（見積り、発注、納品検査、支払い等）

を実施した。本来の事務の流れをあら

ためて確認し、適正な事務処理に努め

る。 

イ 物品の廃棄にあたり適正な処理をすべきも

の 

什器等の運搬・廃棄を発注する中に冷蔵庫２

台が含まれていた。冷蔵庫については、廃棄す

る際には、家電リサイクル法に基づき、適正に

運搬・廃棄（リサイクル）を行わせる必要があ

る。ところが、発注にあたって上記事項が仕様

書に定められておらず、家電リサイクル法に基

づく運搬・廃棄を行う発注がされていなかっ

た。     （市民税企画課） 

物品の廃棄については、物品の種類によって

家電リサイクル法のほか廃棄物処理法など

様々な法令を遵守して行う必要がある。市も事

業者として各種法令・規制を遵守し、不法投棄

や不適正処理を絶対に防ぐ必要がある。 

物品の廃棄にあたっては、廃棄物の内容に応

じた適正な処理をすべきである。 

本件では、仕様書に家電リサイク

ル法に基づき運搬・廃棄することを

記載せず、２者の事業者に見積合せ

を実施したうえ、許可業者として登

録されていない業者に見積合せを依

頼し、その登録がされていない事業

者へ発注を行っていた。 

今回の指摘を受け、物品の廃棄に

あたっては、家電リサイクル法の４

品目を含め廃棄物の内容に応じて適

正な処理を行うように、職員への周

知を実施した。また、組織内におい

て、「処理担当」「確認担当」「承認担

当」の役割に応じた責務を果たすこ

とを再確認するとともに、効率的か

つ適正な事務を行うようにする。

措置済 



令和７年度財務定期監査・行政監査（監査対象：行財政局税務部） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

(3) 財産管理に関する事務

ア 物品管理を適正に行うべきもの

物品の取扱いにあたっては、物品の重要性を

十分認識し、適正に管理していく必要がある。 

紛失等が無いか確認するためにも、受け入れた

段階で、適正な管理簿への記載等を行い、組織

的な確認を行うようにすべきである。なお、物

品のうち備品の管理については、令和５年度よ

り導入された新財務会計システムで管理して

いる。 

(ア) 誤データを削除し正しい物品管理簿とす

べきもの 

下記の物品について、物品を購入した際に物

品管理簿に誤って二重に登録をし、二重となっ

た備品データが削除されないまま残っている

事例があった。 

  レターオープナー２台、自動紙折機２台 

（法人税務課） 

物品管理者は備品の異動があった場合、適

宜、正しく記載・保管できているか確認し、物

品管理簿を速やかに修正すべきである。 

備品購入後の物品管理簿の確認が

できていなかったことが原因であ

る。指摘を受け、物品管理簿を修正

し、課内において物品管理における

定められた手順を徹底するよう共有

した。 

今後備品の異動があった場合、物

品管理簿との突合せを行う。また、

物品管理者等は、適宜、物品管理等

にかかるシステム・事務処理の把握

に努め、適正な物品の管理を行う。 

措置済 

(イ) 借用物品に関する物品管理を適正に行うべ

きもの 

下記の物品について、借用期間が３か月を超

える物品賃貸借契約を締結しているが、借用物

品管理簿への記載がなされていなかった。 

シートカッター機器３台（賃貸借期間：令和

６年 10月１日～令和 11年９月 30日） 

 （収納管理課） 

神戸市物品会計規則第９条第４号には、物品

管理簿記載の省略ができるものとして、「借用

期間が３か月以内である借用物品」と示されて

おり、また、同規則第 10条の２に、物品管理者

は、その使用中の借用物品に借用物品番号票を

付けて整理しなければならないとされている。 

物品の管理において、それが所有している物

本件では、５年間リースの機器に対

して借用物品管理簿を作成すべきと

ころを未作成のままとなっていた。 

今回指摘を受け、借用物品管理簿を

作成するとともに、課内の人員が変遷

しても物品を適切に管理できるよう

に「借用物品番号票」を作成し、借用

物品に貼付した。以後、適正な物品管

理に努める。 

措置済 
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品なのか借用している物品なのかを明確にす

ることは、その期間が長期に渡る場合もあり、

極めて重要である。受け入れた段階で、適正な

管理簿への記載等を行い、組織的な確認を行う

ようにすべきである。 

(ウ) 受託者の用意した備品の管理を適正に行う

べきもの 

下記委託業務にあたり受託者が用意した備

品について、委託契約仕様書では現物にシール

等を貼付し、市の用意した備品と区別するよう

定められていたが、現物を確認したところシー

ル等の貼付がされていなかった。

備品の管理において、誰が所有している物品

なのかを明確にすることは、その期間が長期に

渡る場合もあり、契約で定めるのみならず、容

易に現物を確認できるよう工夫すべきである。 

軽自動車税業務に係る委託契約 発券機 

（契約期間：令和５年 10月 1日から令和９年

９月 30日まで）  （法人税務課） 

神戸市納税案内センター業務に係る委託契

約ファックス機能付複合機 

(契約期間：令和７年８月 1日から令和 10年

７月 31日まで）     （収税企画課） 

委託契約書において、市の所有物

でないことが明確に判別できるた

め、現物へのシール等の貼付につい

て確認ができていなかったことが原

因である。 

指摘を受け、受託者に対し、シー

ルを貼付するよう指導し、すでに貼

付されたことを確認した。 

今後新たに備品等が発生した場合

には、所有者の明示が適切に行われ

るよう、同様の指導を徹底し物品管

理者による確認を行う。 

（法人税務課） 

受託者が用意したファックス機能

付複合機にシール等が貼付されたか

確認を怠っていた。受託者に対してシ

ール等を貼付するよう指導し、すでに

貼付されていることを確認した。 

（収税企画課） 

措置済 

イ 管理する債権を財産に関する調書に記載す

べきもの 

    東京派遣職員住宅に係る賃借料を令和７年

２月の解約まで支出していた。 

当住宅については、当初、他局より１年度間

東京に派遣となった職員が居住しており、その

局が令和元年度に契約締結する際に敷金 23 万

円を支出していたが、決算にあたり財産に関す

る調書に神戸市の債権として記載していなか

った。 

その後、引き続き当住宅を税務課職員が使用

することとなったが、その間、財産に関する調

東京派遣職員住宅の賃貸借契約締

結時に支払った敷金について、「債権」

にあたるとの認識不足から、財産に関

する調書への記載が漏れていた。 

当該物件については既に解約済で

あるが、令和７年 11月に引継書を修

正のうえ、管理職・担当者に対し適正

な事務処理法について周知を行い、再

発防止を図った。 

措置済 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

書に債権として、記載されない状態となってい

た。              （税務課） 

毎年度、決算作業にあわせ会計室より通知さ

れる「決算事務と出納閉鎖期の会計事務につい

て」において、財産に関する調書の『３.債権』

は、金銭の給付を目的とする地方公共団体の債

権すべてを記載する必要があり、記載漏れとな

りやすい例として敷金を例示している。 

住宅に係る賃貸借契約を締結する際に支出

した敷金については、契約が長期間となること

も多く、居住する職員の局や会計が変更となる

場合もあり、継続的に債権管理していくことが

重要である。 

財産に関する調書に債権として記載すべき

である。 



令和７年度財務定期監査（監査対象：都市局） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

(1) 収入に関する事務

ア 納期限を慎重に検討し、原則と異なる納期限

とする場合は理由を決裁に記載すべきもの 

  行政財産の許可使用に関する使用料条例で

は、行政財産の使用料の原則の納付の時期は、

前期が４月１日から４月 30 日まで、後期が 10

月１日から 10月 31日までとされているが、決

裁に理由を記載せず異なる納期限を設定して

いる事例があった。 

（内陸・臨海振興課） 

行政財産の許可使用に関する使用料条例第

５条第１項第３号では「使用許可の期間が半年

を超える場合」の納付の時期について、 

ア 前期（４月１日から９月 30日まで）の使用

料 ４月１日から４月 30日まで

イ 後期（10月１日から翌年３月 31日まで）の

使用料 10 月１日から 10 月 31 日まで

と定めている。 

また、同条第２項では「前項の規定にかかわ

らず、財産管理者は、必要があると認めるとき

は、使用料の納期について別段の定めをするこ

とができる。」と定めている。 

納期限について別段の定めをするのであれ

ば、未収債権発生リスクを念頭に置いた上で組

織として慎重に検討するとともに、その理由を

決裁に明記すべきである。 

管理業務の特性上、毎年４月には、

年度替わりの契約更新等の業務が集

中することから、繁忙による事務手続

きの遅延等を防止するため、納期限を

延長していた。しかし、「行政財産の

許可使用に関する使用料条例」の理解

が不十分であったことから、起案文書

にその理由を記載していなかった。 

今後は納期限に別段の定めを設定

する場合は、理由を起案文書に明記

し、組織として慎重に検討することを

令和７年 12月に課内において周知徹

底した。 

措置済 

イ 歳入、歳出額の計上を適正に行うべきもの

高倉台近隣センターにおいて、神戸市とＡ社

は、それぞれが所有する土地に相互に賃借権を

設定しており、契約に基づき、神戸市及び市外

郭団体がＡ社に支払う賃貸料とＡ社が神戸市

に支払う賃貸料を相殺し、相殺後の差額をＡ社

に支出している。 

賃料を相殺すること自体は可能で

あるが、地方自治法に基づく「総計予

算主義の原則」における歳入・歳出の

帳簿面での整理が行われていなかっ

た。手続きを行う職員の知識不足や前

年の処理が正しいとの思い込み等が

原因であった。 

措置済 
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しかし、新都市整備事業会計の予算、決算に

は当該差額の支出のみが計上されており、神戸

市の賃料収入、賃料支出の総額は計上していな

かった。 

神戸市は差額 25,370円（(③＋④）－① ）をＡ社へ支払。 

市外郭団体は 211,600円（②＋④）を神戸市へ支払。 

なお、本業務については令和７年度より都市

局の一般会計に引き継がれているが、同様の処

理がなされていた。  （内陸・臨海振興課） 

地方自治法第 210 条「総計予算主義の原則」

において、「一会計年度における一切の収入及

び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入し

なければならない。」とされていることから、歳

入歳出の手続上は、それぞれ収入・支出があっ

たものとして総額を計上する必要がある。 

一方で、「総計予算主義の原則」は資金の流れ

の事務処理まで規定しているものではないこ

とから、互いに同種の債権、債務を有するとき

は、民法の規定に基づき、資金フローとして債

権、債務を相殺することは差し支えないとされ

ている。 

支払事務において相殺を行った場合であっ

ても、総計予算主義に基づき、予算及び決算に

おいては収入及び支出の総額を計上すべきで

ある。 

今年度より賃料収入及び賃料支出

の総額を適正に計上を行う。 

(2) 契約に関する事務

ア 翌年度以降にわたる契約を適正に行うべき

もの 

  文書保管用倉庫の賃貸借契約において、契約

期間は「令和６年５月 24 日から令和７年３月

31 日まで」とされているが、「期間満了の３カ

月前までに、甲乙双方異議がないときは、さら

に１カ年この契約を継続できるものとし、その

後の期間満了についても同様とする。」という、

自動更新条項が付されていた。なお、債務負担

財務定期監査を受け、現行の賃貸借

契約について、令和８年１月 15日付

で契約変更を行い、解除留保に関する

規定を含めた長期継続契約とした。 

また、再発防止のため、長期継続契

約に係る適正な事務処理について、メ

ールや会議の場で課内周知を徹底し

た。 

措置済 
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行為の設定はなかった。 （都心三宮再整備課） 

自動更新条項は、地方自治法における会計年

度独立の原則により、債務負担行為の手続を経

ていない場合には付すことはできない。 

一方、不動産の借り受け契約、電気、ガス、

水道、電話の契約等については、地方自治法第

234 条の 3 において、長期継続契約の締結が可

能とされている。 

長期継続契約は、解除留保に関する規定を設

けることによって債務負担行為の設定を行う

ことなく翌年度以降にわたり契約を締結でき

るものである。この点について、行政実例（昭

和 40年９月１日）では、当該契約中に「翌年度

以降において歳入歳出予算の当該金額につい

て減額又は削除があった場合は、当該契約は解

除する」旨の規定がある場合は、各年度の予算

を義務づけているとはいえないため、債務負担

行為を定める必要はないとされている。 

不動産の賃貸借契約については長期継続契

約として認められている契約であることから、

解除留保に関する規定を契約に含めて長期継

続契約とすべきである。 

イ 概算払を行った場合は委託契約の総額で履

行確認を行うべきもの 

  概算払を行った場合、履行検査の対象となる

金額（納品検査調書（検査合格報告書）の記載

金額）は、既に行った概算払の支出分も含めた

金額となるが、納品検査調書（検査合格報告書）

に記載されていた金額が概算払の支出分を除

いた金額（請求金額と同額）となっていた事例

があった。 

・令和６年度いぶきの森デイキャンプ場管理業

務（委託契約）

委託料 6,527,250 円（１～３期分は

1,618,812 円ずつ合計 4,856,436 円を概算

払 。 ４ 期 分 は 履 行 確 認 後 に 残 額 の

1,670,814円を一般支払） 

納品検査調書（検査合格報告書）に記載さ

概算払いを行った場合は、委託契約

の総額で履行確認を行うべきところ、

不注意により、納品検査調書に４期分

として請求された金額を記載し、その

後、決裁段階においても誤りに気付く

ことなく、支払いを完了していた。  

令和７年 12 月に再発防止策とし

て、課内において会計室通知の内容を

改めて周知し、検査調書作成時には概

算払を含めた総額を確認し、今後同様

の誤りが生じないよう周知徹底した。 

措置済 
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れていた金額 1,670,814円（概算払の支出

分を除いた金額） （内陸・臨海振興課） 

概算払を行った場合の納品検査調書につい

ては、会計室通知「年度替わりに伴う会計事務

の取扱いについて（通知）」（令和７年３月５日

会会第 1023 号）において、【５】年度末におけ

る検査調書作成時の注意点として、委託料など

において、一部を概算払した後に最終回分を一

般支払する場合に作成する納品書兼検査調書

の金額は総額となり、請求金額と異なることと

されている。 

概算払を行った場合の履行検査の対象は、概

算払の支出分も含めた総額とすべきである。 

(3) 財産管理に関する事務

ア 管理する債権を財産に関する調書に記載す

べきもの 

省庁への派遣職員及び省庁から神戸市への

派遣職員の滞在用住宅賃貸借契約（令和８年３

月 31 日まで）により賃借している住宅につい

ては、契約当初に敷金を納付しているが、令和

６年度決算における財産に関する調書には、当

該敷金を債権として記載していなかった。 

（総務課） 

毎年度、決算作業にあわせ会計室より通知さ

れる「決算事務と出納閉鎖期の会計事務につい

て」において、財産に関する調書の『３.債権』

は、金銭の給付を目的とする地方公共団体の債

権すべてを記載する必要があり、記載漏れとな

りやすい例として敷金を例示している。 

住宅に係る賃貸借契約を締結する際に支出

した敷金については、契約が長期間となること

も多く、継続的に債権管理していくことが重要

である。 

財産に関する調書に債権として記載すべき

である。 

所属職員に対して、会計室の通知文

等を適宜確認しながら、適正な債権管

理を行うよう周知徹底を行った。 

また、職員が交代した際にも債権の

記載漏れが発生することのないよう、

引継書にも記載を行った。 

措置済 
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(4) その他の事項

ア 個人番号確認書類等を速やかに本人へ返却

又は廃棄すべきもの 

 実査日時点において、会計年度任用職員や協

議会委員等の源泉徴収のために過去に入手し、

継続的に利用することが見込まれない個人番

号確認書類等を金庫内に保管している事例が

あった。（未来都市推進課、内陸・臨海振興課） 

源泉徴収事務に関するマイナンバー取扱い

ガイドライン（平成 27 年 10月５日企画調整局

情報化推進部、行財政局職員部総務事務センタ

ー）により、各所属の事務取扱担当者（マイナ

ンバーを収集・管理を行う職員）は、登録・記

載済みのマイナンバー確認書類を速やかに本

人へ返却するか、あるいは焼却、裁断、溶解等

により廃棄することとし、マイナンバーの記載

された書類は安全管理措置の観点から極力保

有しないこととされている。 

同ガイドラインに基づき、継続的な利用が見

込まれない個人番号確認書類等は、速やかに 

本人へ返却するか、あるいは焼却、裁断、溶解

等により廃棄すべきである。 

個人番号確認書類が廃棄されてい

なかった原因は、令和５年度に未来都

市推進課が企画調整局から都市局へ

移管された際に、当該書類の認知がな

されないまま、保管庫ごと引き継がれ

たためであった。継続的な利用が見込

まれない当該指摘対象の個人番号確

認書類については、所属長立ち合いの

もと、令和７年 10 月 15 日に裁断に

よる廃棄を実施した。 

なお、都市局未来都市推進課として

令和５年度以降に行った事務におい

ては、ルールに従い、適正に事務処理

を行っていた。 

令和７年 11月の課内会議にて指摘

事項の共有と、改めて「源泉徴収事務

に関するマイナンバー取り扱いガイ

ドライン」及び課内でのマイナンバー

取り扱いルールを周知した。 

引き続きガイドラインの遵守や自

主監査の活用による適正な事務処理 

を行うよう徹底する。 

（都市局未来都市推進課） 

令和４年度以前に収集したマイナ

ンバー確認書を速やかに処分すべき

ところ、返却・廃棄の徹底が不十分で

あったため、金庫内に書類が残存して

いた。 

改めて今後同様の事案が発生しな

いようマイナンバーの確認と確認事

実の記録が終われば速やかに本人に

返却するか、シュレッダー等の方法で

廃棄する等、個人番号情報記載書類の

取り扱いを課内で周知徹底した。 

また、当該書類は所属長立会いのも

と、令和 7年 11月に裁断による廃棄

措置済 

措置済 
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を実施済みである。 

（都市局内陸・臨海振興課） 



令和７年度財務定期監査・行政監査（監査対象：建築住宅局） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

○ 指 摘 事 項

(1) 収入に関する事務

ア 納期限を慎重に検討し、原則と異なる納期限

とする場合は理由を決裁に記載すべきもの 

行政財産の許可使用に関する使用料条例で

は、行政財産の使用料の原則の納付の時期は、

前期が４月１日から４月 30 日まで、後期が 10

月１日から 10月 31日までとされているが、理

由を決裁に記載せず異なる納期限を設定して

いる事例があった。 

（①住宅整備課、②～⑤住宅管理課） 

行政財産の許可使用に関する使用料条例第５

条第１項第３号では「使用許可の期間が半年を

超える場合」の納付の時期について、 

⑴ 前期（４月１日から９月 30日まで）の

使用料  ４月１日から４月 30 日まで

⑵ 後期（10 月１日から翌年３月 31 日まで）

の使用料 10月１日から 10月 31 日まで

と定めている。 

また、同条第２項では「前項の規定にかかわ

らず、財産管理者は、必要があると認めるとき

①電柱等の使用許可は道路占用料条

例に準じ、使用料を一括徴収として

いる旨、決裁に明記するよう周知し

た。

②～⑤行政財産の許可使用に関する

使用料条例に規定されている内容

を十分考慮し、条例に規定された方

法で実施できるよう指定管理者と

協議を行う。

措置済 

措置方針 

使用期間 使用目的 
許可書に記載 

している納期限 

設定した納期限 

（令和６年度の使用料） 

① 
令和６年４月１日～

令和11年３月31日 

配電線路支持物敷

地 

本市発行の納入通

知書により納付し

なければならない。 

令和６年９月30日 

（17,000円） 

② 
令和６年４月１日～

令和７年３月31日 
時間貸駐車場 

別途発行する納入

通知書により、指定

した日までに納付

しなければならな

い。 

・当初調定

前期 令和６年９月30日

（5,580,342円） 

後期 令和７年３月31日 

（5,580,342円） 

・令和６年４月11日使用許

可内容変更に伴う調定変更 

前期 令和６年９月30日 

（5,496,557円） 

後期 令和７年３月31日 

（5,496,558円） 

③ 
令和６年４月１日～

令和７年３月31日 
貸農園 

別途発行する納入

通知書により納付

しなければならな

い。 

令和７年３月31日 

（308,838円） 

④ 
令和６年４月１日～

令和７年３月31日 

路外駐車場設置場

所 

別途発行する納入

通知書により指定

した期日までに納

付しなければなら

ない。 

令和７年３月31日 

（73,188円） 

⑤ 
令和４年４月１日～

令和９年３月31日 

市営住宅管理運営

業務の分室 

別途発行する納入

通知書により納付

しなければならな

い。 

令和７年３月31日 

（412,584円） 



令和７年度財務定期監査・行政監査（監査対象：建築住宅局） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

は、使用料の納期について別段の定めをするこ

とができる。」と定めている。 

納期限について別段の定めをするのであれ

ば、未収債権発生リスクを念頭に置いた上で組

織として慎重に検討するとともに、その理由を

決裁に明記すべきである。 

イ 普通財産の賃貸借契約書に定める納期限ど

おりに調定すべきもの 

  普通財産の貸付料に関して、①では調定漏

れ、②では協議に時間を要したこと、③では事

務負担の軽減のため賃借人と協議の上平成 13

年度から年２回、平成 14 年度から年１回の支

払としていたが賃貸借契約の変更契約を行っ

ていなかったことから、賃貸借契約書で定めら

れた納期限と異なる納期限を設定していた。 

（①～②住宅整備課、③住宅管理課） 

賃貸借契約書に定める納期限で調定決議を

行うよう事務処理を行うべきである。 

また、相手方との協議等で納期限を変更する

場合には、変更契約を締結すべきである。 

① 調定漏れが発生しないよう、貸付

台帳に確認欄を設けるなど改善を

図った。

② やむを得ず賃貸借契約と異なる

納期限にするときは、変更契約を締

結するよう周知した。

③ 事業者と協議・調整を行い、神戸

市公有財産管理規則を遵守した年

２回の納期限に基づく調定を行う

変更契約を令和 7 年 11 月 27 日付

で締結した。

令和８年度から上記に基づいた

適正な事務処理を行っていく。 

措置済 

ウ 不当利得返還請求額を正しく算定すべきも

の 

  使用許可等がない状態で電柱等により土地

が占用されていたことが判明したため、民法第

703 条に基づき、平成 26年４月から令和６年３

月の 10 年間分の不当利得返還請求を行った事

例があった。請求額は、神戸市道路占用料条例

で定める令和６年度の年間占用料の 10 年間分

としていた。 （住宅整備課） 

不当利得返還請求額の過徴収分

（4,384 円）を令和７年 12月 23日ま

でに返還した。また、徴収にあたって

は根拠条例を確認するよう周知した。 

措置済 

契約期間 用途 
契約書で定められた 

納期限 

納期限（令和６年度

の貸付料） 

① 
令和４年４月１日～

令和34年３月31日 

インナーシティ

高齢者特別賃貸

住宅並びに賃貸

住宅敷地 

前期（４月１日～９月30

日）４月１日～４月30日 

前期 

令和６年７月１日 

（3,373,830円） 

② 
平成26年11月１日～

平成56年10月31日 
病院敷地 毎月５日、４月は10日 

令和６年４，５月分 

令和６年５月14日 

（各月62,541円） 

③ 

昭和40年10月１日～

昭和41年３月31日 

（１年ずつ更新） 

郵便局 
毎月の賃貸借料を翌月末

までに 

令和７年３月 31日

（1,090,956円） 
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しかし、同条例は令和４年４月１日に改正が

あり、令和３年度以前の占用料と令和４年度以

降の占用料は異なる。 

民法第 703条に基づき不当利得返還請求を行

う場合には、請求時点の条例だけでなく請求の

対象となる期間に施行されていた条例を確認

した上で算定すべきである。 

エ 現金で収納せず、納付書による払い込みを依

頼する等適正な事務処理を行うべきもの 

ハーバーハイウェイ・摩耶大橋の回数通行券

が廃止されたため、保有していた回数通行券に

ついて、令和６年４月３日に港湾局神戸港管理

事務所から現金 8,900 円の払い戻しを受けた。

その後、令和６年４月９日に同事務所を債務者

として調定し、納付書を作成、令和６年４月 15

日に当該納付書で現金 8,900円を神戸市へ払い

込んだ。  （建築調整課） 

現金を収納するためには、出納事務を行う会

計管理者から権限を委任されていなければな

らない。建築調整課係長は神戸市会計規則別表

第２で出納員として権限を委任されているも

のの収納は金銭登録機によるとされており、金

銭登録機による収納以外の収納はできない。 

金銭登録機により収納するもの以外につい

ては、現金で収納するのではなく、納付書によ

る払い込みを依頼するなど適正な事務処理を

行うべきである。 

本事例の払い戻しは、現金で取り扱

うのではなく納付書による払い込み

を行うべき事例であった。原因は、地

方自治法および神戸市会計規則につ

いての認識不足であった。 

今後、金銭登録機による手数料収納

以外の現金収納が発生する場合は、相

手方と事前調整を行い、納付書による

払い込みを行うこととし、現金の収納

について適正に運用する。 

措置済 

(2) 契約に関する事務

ア 前金払を行った場合の納品検査を実施すべ

きもの 

 図書の年間購読を専決契約し、神戸市会計規

則第 51 条第５号に基づき前金払していたが、

納品完了後の納品検査が行われた記録が不存

在であった。   （住宅整備課・技術管理課） 

地方自治法第 234 条の２第１項では、契約の

適正な履行を確保するため又は受ける給付の

完了の確認をするために必要な検査をしなけ

前金払にて購入した書籍について 

現物確認はしていたものの、納品書が

発行されなかったこともあり、検査調

書の作成ができていなかった。 

今後は、専決調達事務処理マニュア

ルを確認するとともに、納品書が発行

されない場合においても検査調書を

措置済 
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ればならないとされており、神戸市契約規則第

68 条では、物品検査員は検査の結果合格と認め

たときは検査調書を主管課長に送付しなけれ

ばならないとされている。「専決調達事務処理

マニュアル及びＱ＆Ａ」では、納品検査のポイ

ントとして「前金払によって支払が完了してい

る金額についても、納品（履行）検査の対象と

して検査を行ってください」とされている。 

公金の支出を伴う契約における納品検査の

重要性を認識し、前金払で支出が完了している

契約については財務会計システム上での事後

処理が発生しないからこそ特に、検査を失念す

ることなく納品検査調書（検査合格報告書）を

作成、保存すべきである。 

作成する。 

(3) 財産管理に関する事務

ア 物品管理を適正に行うべきもの

物品の取扱いにあたっては、物品の重要性を

十分認識し、適正に管理していく必要がある。

紛失等が無いか確認するためにも、受け入れた

段階で、適正な管理簿への記載等を行い、組織

的な確認を行うようにすべきである。なお、物

品のうち備品の管理については、令和５年度よ

り導入された新財務会計システムで管理して

いる。 

(ア) 物品管理簿へ記載すべきもの

市有建築物情報システムの住環境整備公社

での利用に関する委託契約では、ネットワーク

機器選定、環境の構築等の業務を委託した。履

行の結果、令和６年度にネットワーク機器とし

て取得したルーター本体２台（購入金額１台あ

たり税込 107,690円）について、備品取得等決

議が行われておらず、物品管理簿に記載されて

いなかった。 （技術管理課） 

神戸市物品会計規則第８条によると、物品管

理者は、物品の受領又は交付の都度、物品管理

員をして物品管理簿に記載させなければなら

ないとされている。 

委託契約で取得した物品であっても、同規則

（ア）契約時に備品として処理すべき

ものが含まれていることを見落とし、

物品管理簿へ記載していなかったも

のである。 

 今後は契約時に備品として処理す

べきものがないか確認を行い、物品管

理簿へ登録すべきものについては漏

れなく登録を行う。 

 なお、登録漏れのルーター2台につ

いては令和 7年 9月 18日に備品取得

決議を行い、物品管理簿へ記載した。 

（イ）物品管理簿を確認していなかっ

たため、備品が二重登録されていたも

のである。 

今後は物品管理簿を適宜確認し、登

録漏れや誤登録がないか確認する。 

なお、令和 7年 9月 26日に物品管

理簿の修正を行い、二重登録を解消済

みである。 

（ウ）借用期間が３か月を超える借用

措置済 



令和７年度財務定期監査・行政監査（監査対象：建築住宅局） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

に基づき物品管理簿に記載すべきである。 

(イ) 誤データを削除し正しい物品管理簿とすべ

きもの 

令和６年度に購入した絶縁設置抵抗計１台

及びデジタル酸素濃度計１台について、物品を

購入した際に物品管理簿に誤って二重に登録

をし、二重となった備品データが削除されない

まま残っていた。    （技術管理課） 

物品管理者は備品の異動があった場合、適

宜、正しく記載・保管できているか確認し、物

品管理簿を速やかに修正すべきである。 

(ウ) 借用物品に関する物品管理を適正に行うべ

きもの 

下記の物品について、借用期間が３か月を超

える物品賃貸借契約を締結しているが、借用物

品管理簿への記載がなされていなかった。 

公用車１台（賃借期間：令和７年２月 21 日

～令和８年２月 20日）     （建築調整課） 

指定道路台帳専用パソコン４台（賃借期間 

令和６年４月１日～令和 10年９月 30 日） 

 （建築安全課） 

神戸市物品会計規則第９条第４号には、物品

管理簿記載の省略ができるものとして、「借用

期間が３か月以内である借用物品」と示されて

おり、また、同規則第 10条の２に、物品管理者

は、その使用中の借用物品に借用物品番号票を

付けて整理しなければならないとされている。 

物品の管理において、それが所有している物

品なのか借用している物品なのかを明確にす

ることは、その期間が長期に渡る場合もあり、

極めて重要である。受け入れた段階で、適正な

管理簿への記載等を行い、組織的な確認を行う

ようにすべきである。 

物品であるにも関わらず、借用物品管

理簿への記載がなされていなかった

ものである。原因は、いずれも組織内

での神戸市物品会計規則の認識不足

であった。直ちに借用物品管理簿への

記載を行うとともに、物品会計規則の

規定を改めて所属内で周知を行った。 


	1 R07措置状況Ⅰ_1地域協働局
	2 R07措置通知Ⅰ_2行財政局税務部 
	3 R07措置通知Ⅰ_3都市局
	4 R07措置通知Ⅰ_4建築住宅局



